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自
治
体
と
税
務
署
と
の
間
の
税
情
報
の
や
り
取
り
の
現
状
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
古
川
国
務
大
臣
は
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
」
の
メ
リ
ッ

ト
に
つ
い
て
、
現
在
自
治
体
で
は
、
税
務
署
と
の
間
で
は
税
情
報
を
紙
で
や
り
取
り
し
、
そ
れ
を
改
め
て
デ
ー
タ
と
し
て
織
り

込
ん
で
い
る
と
の
認
識
を
答
弁
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
事
実
を
十
分
把
握
さ
れ
て
い
な
い
発
言
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
以
下
四
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

現
状
に
お
い
て
、
税
務
署
と
の
間
で
税
情
報
を
電
子
的
方
法
に
よ
り
や
り
取
り
し
て
い
る
市
区
町
村
数
及
び
全
体
に
占
め

る
割
合
を
伺
う
。

二

現
状
に
お
い
て
、
「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」
に
よ
り
、
事
業
所
が
給
与
支
払
い
調
書
等
を
電
子
的
方
法
に
よ
り
提
出
で
き
る
市

区
町
村
数
及
び
全
体
に
占
め
る
割
合
を
伺
う
。

三

自
治
体
と
税
務
署
と
の
間
の
税
情
報
の
や
り
取
り
の
電
子
化
は
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
」
で
は
な
く
、
「
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
」
に
よ
っ
て
進
展
し
て
い
く
も
の
と
理
解
し
て
い
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

四

自
治
体
と
税
務
署
と
の
間
の
税
情
報
の
や
り
取
り
の
実
態
に
つ
い
て
、
総
務
省
と
内
閣
官
房
国
家
戦
略
室
と
の
間
で
共
通

の
理
解
を
持
つ
べ
き
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

一



右
質
問
す
る
。

二


